
 

令和５年 12月 「特定労務管理対象機関の指定に係る 

保健所における事務について(第 2版)」より抜粋 
 

 

○ はじめに 

令和６年４月１日から、医師の年間の時間外・休日労働時間が 960 時間を超える必要があると認めら

れる業務がある医療機関は、追加的健康確保措置の実施を前提に、都道府県から特定労務管理対象機関の

指定を受けることで、当該医療機関で勤務する医師の年間の時間外・休日労働時間について 1860 時間を

上限（以下「特例水準」という。）とすることができます。 

特定労務管理対象機関の指定申請にあたっては、医療機関は、事前に医師労働時間短縮計画（案）を作

成し、医療機関勤務環境評価センター（以下「評価センター」という。）において、労務管理を行うため

の体制、労働時間の短縮のための取組等について評価を受審した上で、所定の様式を使用し、医師労働時

間短縮計画（案）や評価センターの評価結果とあわせて必要書類を都道府県に提出する手続きとなってい

ます。 

都道府県においては、特定労務管理対象機関の指定にあたり、医療審議会の意見を聴くこととされ、そ

の際には、地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合性を確認するこ

とが適当とされていることから、地域医療構想調整会議において、特定労務管理対象機関の指定と、地域

医療構想において当該医療機関が担う主な役割等が整合的であることの確認を行うこととしたところで

す。 

本書は、特定労務管理対象機関の指定に係る事務手続きの流れや、各圏域の地域医療構想調整会議にお

ける、確認事項等についてお示しするものです。 
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１ 特例水準の種類 

地域医療提供体制の確保等の観点から、やむを得ず医療機関で診療に従事する医師の時間外・休日労働

の上限を超えざるを得ない場合、医療機関からの申請に基づき指定を行う。なお、特例水準を適用しない

場合は A 水準（年間の時間外・休日労働時間の上限は 960 時間）となる。 
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２ 特定労務管理対象機関の指定要件 

特定労務管理対象機関の指定を受けるためには、次の要件を満たす必要がある。 
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３ 特定労務管理対象機関の指定に係る事務手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医師労働時間短縮計画の策定 各医療機関 

特例水準は、医療機関内のマネジメント改革を進めてもなお、地域に必要な医療提供体制の確保のた

めにＡ水準を超えざるを得ない場合に適用される水準であることから、追加的健康確保措置の実施体

制を整備しつつ、計画的に労働時間短縮に取り組む必要がある。 

このため、各医療機関は、医師を含む各職種が参加して医師労働時間短縮計画（以下、「時短計画」

という。）の案を作成し、都道府県に提出する。 

特定労務管理対象機関の指定を受けた後は、遅滞なく、時短計画を策定した上で、PDCA サイクルに

基づき、１年ごとに時短計画の見直しについて検討し、必要に応じ時短計画を変更する。 

（２）評価センターによる評価の受審 各医療機関→医療機関勤務環境評価センター 

特定労務管理対象機関の指定申請にあたっては、あらかじめ医療機関における追加的健康確保措置

や労務管理の実施状況、労働時間の実績や労働時間短縮に向けた取組状況等について、評価センターに

よる評価を受ける必要がある。 

なお、評価センターによる評価は、現時点において、評価が滞ることなく実施できた場合でも書類の

提出から評価の結果通知まで４か月程度かかるとされており、各医療機関における早期の取組が重要

である。 
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（３）指定申請書等の提出 各医療機関→地域医療課 

特定労務管理対象機関の指定申請の受付は、令和５年度は以下のスケジュールで行われ、指定申請に

あたっては、下表に記載の書類を、地域医療課へ提出（紙または G-MIS 直接提出）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請医療機関なし 
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（４）各会議体への意見聴取 

ア 特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関  地域医療課・保健所 

①医療審議会 

B 水準及び連携 B 水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合

的であること及び地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないこ

とについて意見を聴く。 

②地域医療構想調整会議 

医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指すべき姿も踏

まえることが必要であり、医療計画のうち地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、

地域医療構想との整合性を確認する。 

③医療対策協議会 

地域の医療提供体制は、地域の医師の確保と一体不可分であるため、地域医療対策協議会におけ

る議論との整合性を確認する。 

イ 技能向上集中研修機関  地域医療課 

①医療審議会 

C-1 水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可

能性があることから、地域の医療提供体制への影響を確認するため、意見を聴く。 

②医療対策協議会 

地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があることから、地域医療対

策協議会においても協議する。 

ウ 特定高度技能研修機関  地域医療課 

①医療審議会 

C-2 水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影

響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認

するため、意見を聴く。 

 

参考 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ 

都道府県医療審議会の意見聴取（地域の医療提供体制の構築方針との整合性） 

・B 水準及び連携 B 水準 

B 水準（連携 B 水準）を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及

び地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県は、都道

府県医療審議会の意見を聴く。その際、医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体

制の目指すべき姿も踏まえることが必要であり、地域医療構想調整会議における、医療計画のうち地域医療構想

の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合性を確認することが適当である。また、地域の

医療提供体制は、地域の医師の確保と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確

認することが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策

協議会等の適切な場において行うことを想定している。 

・C-１水準及び C-2 水準 

C-1 水準（C-2 水準）を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保（高度な技能が必要

とされる医療）に影響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響を確認することが適当であ

り、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。（以下 C-1 水準のみ）なお、地域医療対策協議会において

も協議することとする。 
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４ 地域医療構想調整会議での確認に係る事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）確認依頼事務の流れ 

ア 地域医療課からの依頼方法 

各回の申請期限までに申請のあったものについて、以下の書類を添えて該当する保健所に地域医

療構想調整会議の開催を依頼する。 

・地域医療構想調整会議開催依頼文 

・（連携型）特定地域医療提供機関指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容（確認様

式１又は確認様式２） 

・申請様式及び添付書類（様式１、様式２、様式５、様式６、様式９） 

・時短計画案 

・評価結果報告書 

・誓約書（様式９） 

イ 地域医療構想調整会議の開催 

アの依頼に基づき、保健所において地域医療構想調整会議を開催し、申請内容が地域医療構想と整

合的であることの確認を行う。 

なお、会議の開催については、書面形式による等、必ずしも構成員の参集により開催することを要

するものではないことに留意願う。 
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ウ 整合性を確認した旨の報告方法 

各項目を記載した（連携型）特定地域医療提供機関指定に関する地域医療構想調整会議における確

認内容（確認様式１又は確認様式２）を地域医療課医師確保係に提出する。 

 

エ 令和５年度（2023 年度）の申請スケジュール 

 主体 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 

道への申請期限 医療機関 6 月 30 日 9 月 29 日 11 月 30 日 1 月 31 日 

保健所へ依頼※ 地域医療課 7 月 7 日めど 10 月 6 日めど 12 月 15 日めど 2 月 2 日めど 

地域医療構想 

調整会議で確認 
保健所 ～7 月末 

～11 月末 
～１月末 ～2 月末 

確認結果を 

地域医療課へ報告 
保健所 

同上 
同上 同上 同上 

医療対策協議会で議論 地域医療課 7 月末 11 月 1 月 3 月上旬 

医療審議会で議論 地域医療課 8 月 12 月 2 月 3 月中旬 

特例水準の指定 地域医療課 8 月下旬 12 月下旬 2 月下旬 3 月下旬 

※保健所に対する依頼時期については、申請件数により前後します 

 

（２）地域医療構想調整会議における確認事項 

ア 特定地域医療提供機関（B 水準） 

特定地域医療提供機関指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容（確認様式１）により

以下の確認を行う。 

①地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であることの確認 

当該医療機関が持つ医療機能を踏まえ、B 水準を適用することが地域医療構想における当該医療

機関の担う主な役割等と整合的であることの確認を行う。 

②地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことの確認 

医療機関から提出される「地域に必要な医療提供体制確保のため、当該業務により医師をやむを

得ず長時間従事させることが必要な理由」により、地域の医療提供体制を確保するためには、当該

医療機関の医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことの確認を行う。 

イ 連携型特定地域医療提供機関（連携 B 水準） 

連携型特定地域医療提供機関指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容（確認様式２）

により以下の確認を行う。 

○医師派遣が医療提供体制の確保のために必要と認められること、かつ、医師の長時間労働を前提と

せざるを得ないことの確認 

医療機関から提出される「地域の医療提供体制を確保するために、派遣が必要である理由」によ

り、当該医師派遣が地域の医療提供体制を確保するために必要なもの（当該地域への医師派遣が行

われている場合に限る）であり、また、当該派遣により医師をやむを得ず長時間勤務させる必要が

あることの確認を行う。  
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（確認様式１）         【記載例】 

・地域医療構想調整会議の資料として使用する場合 

 

 

 

 

 

・地域医療構想調整会議での確認が終了し、地域医療課へ報告する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（確認様式２）         【記載例】 

・地域医療構想調整会議の資料として使用する場合 

 

 

 

 

 

 

・地域医療構想調整会議での確認が終了し、地域医療課へ報告する場合 

 

 

 

 

 

 

 

確認様式1

特定地域医療提供機関（B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 指定に係る業務の内容 該当要件 要件に係る業務の実績（年間）

（１）イ　二次救急医療機関で、要件を満たす 救急車受入件数：XXXX件／夜間・休日・時間外入院患者数：XXXX人

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

地域医療構想等、地域の医療提供体制の構築方針における役割

救急患者の受入れや手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う

（１）救急医療

確認様式1

特定地域医療提供機関（B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 指定に係る業務の内容 該当要件 要件に係る業務の実績（年間）

（１）イ　二次救急医療機関で、要件を満たす 救急車受入件数：XXXX件／夜間・休日・時間外入院患者数：XXXX人

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

地域医療構想等、地域の医療提供体制の構築方針における役割

救急患者の受入れや手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う

（１）救急医療

確認様式2

連携型特定地域医療提供機関（連携B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 該当要件

派遣先医療機関数 5医療機関 派遣先地域（二次医療圏）

延べ派遣人数（年間） 20人 XX地域

派遣延べ日数（年間） 100日 YY地域

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

医療提供体制の確保のため他の医療機関に医
師の派遣を行う医療機関で、要件を満たす

管理者の指示による派遣内容

確認様式2

連携型特定地域医療提供機関（連携B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 該当要件

派遣先医療機関数 5医療機関 派遣先地域（二次医療圏）

延べ派遣人数（年間） 20人 XX地域

派遣延べ日数（年間） 100日 YY地域

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

医療提供体制の確保のため他の医療機関に医
師の派遣を行う医療機関で、要件を満たす

管理者の指示による派遣内容


